
 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減

対策支援事業）に係る補助事業者の募集について 

（公募要領） 
 

平成２６年２月 

環境省地球環境局地球温暖化対策課 

市場メカニズム室 

 

※ 本公募は、平成２６年度予算の成立が前提となるものです。このため、今後、内容等

が変更になる場合があることをあらかじめご了承願います。 

 

環境省では、二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削

減対策支援事業）の交付の決定を受けて事業を実施する者の募集を行います。 

事業の概要、応募方法その他留意していただきたい点は、この公募要領に記載するとお

りですので、応募される方は、熟読いただくようお願いいたします。 

なお、補助事業者として選定された場合には、「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助

金（経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業）交付要綱」（以下「交付要綱」という。）

及び「経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業実施要領」（以下「実施要領」という。）

に従って手続等を行っていただくことになります。 
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公募要領目次 

 

Ⅰ．二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減対

策支援事業）に係る補助事業者の募集について 

１．補助金の目的 

２ 定義 

３．補助金の内容について 

４．補助事業者の選定について 

５．選定における評価項目について 

６．応募の方法について 

 

Ⅱ．留意事項等について 
１．基本的な事項について 

２．補助金の交付について 

３．補助事業の完了について 

４．その他 
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Ⅰ．二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減対

策支援事業）に係る補助事業者の募集について 

 

※ 本公募は、平成２６年度予算の成立が前提となるものです。このため、今後、内容等

が変更になる場合があることをあらかじめご了承願います。 

 

１．補助金の目的 

この補助金は、工場や業務用ビル等におけるエネルギー起源二酸化炭素排出抑制のた

めの二酸化炭素削減ポテンシャル診断事業の実施を支援することにより、事業者自身の

取組による設備機器の効率的な運用や低炭素機器の普及を促進し、もって地球環境保全

に資することを目的としています。 

 

２．定義 

本公募における用語の定義は、以下のとおりです。 

① 間接補助事業 

工場や業務用ビル等におけるエネルギー起源二酸化炭素排出抑制のための二酸化炭

素削減ポテンシャル診断事業をいいます。 

② 間接補助事業者 

間接補助事業を行う者をいいます。 

③ 補助事業 

間接補助事業者に対して間接補助事業に要する経費を補助する事業及び当該事業に

必要な事務をいいます。 

④ 補助事業者 

補助事業を行う者をいいます。 

⑤ 補助金 

本公募の対象である二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二

酸化炭素削減対策支援事業）をいいます。 

⑥ 間接補助金 

補助金を財源として、間接補助事業を行う者に対して交付する助成金をいいます。 

 

３．補助金の内容について 

（１）補助金の交付額 

補助金の交付額は、平成２６年度予算により定められる定額とします。（現在、平成

２６年度予算案に計上されている額は、３億４，６５０万円です。） 

なお、交付額のうち、事業費（間接補助事業に要する経費）については定額とし、

事務費（補助事業の事務を行うために必要な経費）についても定額（補助金総額の 10％
を目安）とします。 

 

（２）補助事業者 

非営利型法人（法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第９号の２）に該当す

る一般社団法人・一般財団法人その他の非営利法人（補助金に対して法人税が課され
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ることとなる法人を除く。）のうちから、１法人を補助事業者として選定します。 

※ 応募段階では、非営利型でない一般社団法人・一般財団法人も応募することが可

能ですが、補助事業者として選定された場合には、その内示の日から２週間以内に

非営利型に移行していただくことが必要です（応募書類においては、その見通しを

示してください。）。移行されなかった場合は選定を取り消します。 

 

（３）事業期間 

   補助事業期間は、原則として単年度とします。 

 

（４）補助事業の経理等 

補助事業に関する経理については、帳簿及び全ての証拠書類を備え、他の経理と明

確に区分して経理し、常にその収支の状況を明らかにしておかなければなりません。 

また、帳簿及び全ての証拠書類を補助事業の完了の日の属する年度の終了後５年間、

保存しておかなければなりません。 

 

（５）概算払 

補助金のうち概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとし、支払時期に

ついては環境省と協議の上、請求できるものとします。 

① 事業費 

間接補助事業に対して支払う間接補助金として必要な額 

② 事務費 

事務に要する費用の支払に必要な額 

 

（６）間接補助事業の指導監督 

補助事業者は、間接補助事業者が行う間接補助事業の実施状況を把握し、間接補助

事業者に対して間接補助事業の適正かつ円滑な実施を確保するために必要な報告を求

めるとともに、それにより得た情報を適時適切に環境大臣に報告するものとします。 

また、補助事業者は、間接補助事業の適正かつ円滑な実施に重大な支障が生じ、又

は生ずるおそれがあると認められる場合には、環境大臣に速やかに報告するとともに、

その指示を仰ぎ、間接補助事業者に対して必要な改善を指導するものとします。 

 

（７）その他 

（１）から（６）に掲げた事項を含め、交付要綱及び実施要領において、補助事業

及び間接補助事業等について詳細に定められる予定ですので、必ず参照してください。 

 

４．補助事業者の選定について 

（１）一般公募を行い、選定します。 

 

（２）応募者より提出された応募書類について、書面審査及び評価委員会による審査を行

います。 
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評価委員会は、書面審査を通過した応募書類について、二酸化炭素排出抑制対策事

業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業）の補助事業者に係る

応募書類審査の手順について（別添１）及び二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金

（経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業）の補助事業者に係る応募書類審査

基準及び採点表（別添２）に基づき厳正に審査を行い、補助事業者を選定し、補助金

の交付を内示します。なお、補助金の交付の内示に当たり、補助事業の実施に関する

条件を付すことや、事業実施計画書の内容の一部変更を指示することがあります。 

 

５．選定における評価項目について 

補助事業者の選定における評価項目は、以下のとおりとし、総合的に評価するものと

します。 

（１）書面審査における評価項目 

 ○ 必要な内容が記載されているか。 

 ○ 必要書類が添付されているか。 

 

（２）評価委員会における評価項目 

 ① 補助事業の実施 

○ 補助事業を実施するための具体的な取組内容が適切であるか。  

  ○ 間接補助事業の指導監督を実施するための具体的な取組内容が適切であるか。 

 ② 実施体制と事務費用の適正性 

○ ①に関する事務を適切に行うために必要かつ適正な体制を整えられ、また、補助

金の概算払を希望する場合、概算払により支払いを受けた金額を他の経理と明確に

区分して適正に管理できる体制を整えられるか。 

○ ①を公正かつ透明性を確保して行うために必要かつ適正な体制を整えられるか。 

○ ①を行うに当たり、法令遵守及び情報セキュリティを確保するために必要かつ適

正な体制を整えられるか。 

○ ①に関する事務を行うために要する費用は適正かつ合理的か。 

 ③ 法人自体について 

○ 法人の定款と補助金の目的との整合性 

○ 補助金による事業を通じ公益を達成しようとすることについて、国民の疑惑を招

くことがなく、また、公益を達成しようという強い意欲があるか。 

 

６．応募の方法について 

（１）応募方法 

補助事業者に係る応募に必要な書類及び応募様式ファイルを保存したコンパクトデ

ィスクを、公募期間内に持参又は郵送により環境省に提出していただきます。提出物

は、宛名面に「二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭

素削減対策支援事業）応募書類」と赤字で明記してください。 

 

（２）公募期間 

平成２６年２月２５日（火）から平成２６年３月１７日（月）１７時必着 
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（３）応募に必要な書類及び提出部数 

① 応募に必要な書類 

・応募申請書【様式１】 

（法人の定款又は寄付行為、法人の概要が分かる説明資料、過去２年程度の事業報

告及び決算報告（申請時に、法人の設立から１会計年度を経過していない場合に

は、補助事業を行う年度の事業計画（案）及び収支予算（案）、法人の設立から１

会計年度を経過し、かつ、２会計年度を経過していない場合には、直近の１決算

期に関する事業報告及び決算報告）を添付してください。） 

・事業実施計画書【様式２】 

（補助事業の実施に関する計画を記載してください。） 

・事務費用内訳【様式３】 

（補助事業に関する事務を行うために要する費用の見込みを記載してください。） 

② 提出部数 

①の書類（紙）を８部、これを保存したコンパクトディスク（１部）を提出してく

ださい。 

ただし、添付書類である法人の定款又は寄付行為、法人の概要が分かる説明資料、

過去２年程度の事業報告及び決算報告（又は事業計画（案）及び収支予算（案））につ

いては、書類（紙）のみの提出でも結構です。 

 

（４）提出先 

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減対策支

援事業）担当 

〒100-0013 東京都千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞が関ビル１７階 

 

（５）提出方法 

持参又は郵送してください。郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法に限

ります（提出期限必着のこと）。 

 

（６）説明会の開催 

   補助金に係る説明会を以下のとおり開催します。 

日 時：平成２６年３月４日（火）１６時から 

場 所：環境省第８会議室 

    東京都千代田区霞が関１－２－２（中央合同庁舎５号館２５階） 

 

（７）応募に関する質問の受付及び回答 

○ 受付先 

東京都千代田区霞が関１－４－２ 大同生命霞が関ビル１７階 

環境省地球環境局地球温暖化対策課市場メカニズム室 

E-Mail：p-shindan@env.go.jp  ＦＡＸ：０３－３５８０－１３８２ 
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○ 受付方法 

電子メール又はＦＡＸ（Ａ４、様式自由）にて受け付けます（電話、来訪等による

問合せには対応しません。）。電子メール又はＦＡＸの件名は、「二酸化炭素排出抑制対

策事業費等補助金（経済性を重視した二酸化炭素削減対策支援事業）に関する質問」

としてください。 

○ 受付期間 

平成 ２６年３月７日（金）までの平日１０時から１７時まで（１２時から１３時は

除く） 

○ 回答 

平成２６年３月１１日（火）１７時までに、説明会参加者に対してＦＡＸにより行

います（なお、説明会に参加されない方で回答を希望される方は、上記受付期間中に

上記受付先に担当窓口の部署、氏名、電話番号、ＦＡＸ番号及び電子メールアドレス

を登録してください。）。 

 

（８）応募書類提出後のスケジュールについて 

応募書類提出後のスケジュールの概略は以下のとおりです。 

書面審査を通過した者を評価するため、評価委員会を開催します。 

 

 

公募締切り 平成２６年３月１７日（月）１７時 

↓ 

応募書類の審査 

↓ 

評価委員会 

↓ 

補助事業者の内示 

↓  

交付申請書の提出（内示を受けた者は、辞退する場合を除き、交付申請書 

↓      及び添付書類を提出してください。） 

交付決定 

↓ 

補助事業の実施 
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Ⅱ．留意事項等について 

 

１．基本的な事項について 

補助金については、予算の範囲内で交付するものとし、補助金等に係る予算の執行の

適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等に係る予算の執行の適

正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）の規定によるほか、交付要綱、

実施要領及びこの公募要領に定めるところによることとします。 
 
２．補助金の交付について 

（１）交付申請 

選定された補助事業者には、補助金の交付申請書を環境大臣あて提出していただき

ます（申請手続等は交付要綱を参照願います。）。 

 

（２）交付決定 

環境大臣は、提出された交付申請書の内容について審査を行い、補助金の交付が適

当と認められたものについて交付の決定を行います。 

 

（３）事業の開始 

補助事業者は、補助金の交付決定を受けた後に事業を開始することが可能となりま

す。 

補助事業者が補助目的を達成するため他の事業者等と委託等の契約を締結するに当

たっては、当該契約の契約日は交付決定日以降となりますので注意してください。 

 

３．補助事業の完了について 

補助事業を完了したときは、当該事業を完了した日から起算して３０日を経過した日

又は翌年度の４月１０日のいずれか早い日までに、実績報告書を環境大臣あて提出して

いただきます。 
 
４．その他 

上記のほか、必要な事項は交付要綱及び実施要領に定められる予定ですので、参照し

てください。  


